
◎こども医療費助成制度の変更について 

平成２８年４月１日から藤枝市こども医療費助成制度の助成内容が次のとおり

変更されます。 

藤枝市 （８３２２０１４５） 

区 分 変更前 変更後 

給付内容 

(現物給付) 

対象年齢：小学６年生まで 

（１２歳に達した日以後の 

最初の３月３１日まで） 
※中学生は償還助成 

⇒ 

対象年齢：中学３年生まで 
（１５歳に達した日以後の 

最初の３月３１日まで） 

入 院：500円／日 

 食事助成なし 

通 院：500円／回（月４回まで） 

入 院：500円／日 

 食事助成なし 

通 院：500円／回（月４回まで） 

※自己負担額などの変更はありません。 

※市の予算成立をもって改正されます。 

※３月末に対象者へ受給者証が送付されます。 

御不明な点は、藤枝市役所 児童課 子ども支援給付係（TEL：054-643-3241）までお問い合わせ

ください。 

◎福祉医療費受給者証（こども・母子・重度）の確認をお願いします。 

毎年４月は、市町の医療費助成制度の助成内容変更や、受給者の転居、進級等に伴う受給者資格

の異動・喪失が多い月となっています。 

請求先市町の誤りや、窓口徴収額の算定誤り等を未然に防ぐため、窓口での被保険者証の確認と

福祉医療費受給者証の確認業務を例月以上に努めていただきますよう、御協力をお願いします。 

併せて、レセプトコンピュータへの登録・更新漏れのないよう、重ねて御協力をお願いします。 

国保連合会だより ＮＯ．  ２７－８ 
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